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奨学金給付規程（抜粋） 

窓口・掲示板案内 

 

 

 

充実した学生生活を過ごしていただくために！ 
 

本学では、「法政大学独自の奨学金」「（独）日本学生支援機構奨学金」「民間奨学財団奨学金・地方公共団体奨学金」

を取り扱っています。また、希望者には、日本政策金融公庫で取り扱っている「国の教育ローン」を紹介しています。 

本パンフレットでは、それぞれの奨学金の概要を説明しています。各奨学金の詳細については、各奨学金の募集時期

に発表される募集案内で確認してください。奨学金掲示板、ホームページ、ポータルサイトなどにも奨学金情報を掲載し

ておりますので、積極的に情報収集を行ってください。特に重要な内容は、ポータルサイトにもお知らせを配信します。

普段よく確認するメールアドレスへの転送機能もありますので、定期的にチェックする習慣を身につけてください。 

各キャンパスの奨学金担当窓口では、随時、奨学金相談も受付けています。 

充実した大学生活のために、法政大学は皆さんを応援しています。 

201２年４月 

法政大学学生センター 
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Ⅰ．法政大学独自の奨学金（給付：返還不要） 

法政大学では、さまざまな特色ある奨学金制度を設け、学生の皆さんが意欲的に勉学に励み、充実した学生生活を過ごせるよう

に応援をしています。 

 

１．経済的支援を目的とした奨学金制度 

以下の奨学金は、出願者の家計状況（原則として学生の父母の収入）と学業成績に基づいて奨学生を選考します。 

奨学金名称の前に★印のあるものと「2012年度緊急支援奨学金」は4月に一斉に出願を受け付ける奨学金です。 

＜出願期間＞２０１２年４月１８日（水）～４月２４日（火）   ＜出願場所＞ 所属学部のあるキャンパス 

奨学金名称  金額（年額） 
採 用 

予定者数 

採用 

学年 

（募集予定期） 

問合せ先 
応募・採用条件 

★ 
新・法政大学１００周年 

記念奨学金 

文 系２０万円 

理工系２５万円 
４４３名 

１～４ 

年生 

（４月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

（留学生は国

際交流ｾﾝﾀｰ） 

学業成績が優れ、教育上経済的援助が必要な者 
新1年生は全員出願可能。 

2年生以上の出願資格は以下のとおり。 

前年度の修得単位数が、教職資格科目を除き30単

位以上（ただし理工系学部の4年生は25単位以上）

の者 

★ 
法政大学学生生活支援 

奨学金 
12万円 ２５４名 １年生 

（４月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

（留学生は国

際交流ｾﾝﾀｰ） 

新入生のうち経済的援助が必要な自宅外通学生 

★ 学友会奨学金 

文 系２５万円 

理工系３０万円 

を上限 

若干名 
２～４ 

年生 

（４月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者（留学生を除く） 

出願資格は、新・法政大学100周年記念奨学金の

出願単位基準を満たしている者とし、その中でも特

に成績が優れ、かつ経済的に非常に困難な者を採用 

★ 
大成建設株式会社 

奨学金 

文 系２５万円 

理工系３０万円 

を上限 

若干名 
２～４ 

年生 

（４月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

学業成績が極めて優れ、教育上経済的援助が必要な

者（留学生を除く） 

出願資格は、新・法政大学100周年記念奨学金の

出願単位基準を満たしている者とし、その中でも特

に成績が優れ、かつ経済的に非常に困難な者を採用 

法政大学吉田育英会 

奨学金 

文 系20万円 

理工系２５万円 
若干名 

１～４ 

年生 

（１０月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

帰国生のための入試で入学した者のうち、学業成績

が優れ、教育上経済的援助が必要な者 

家
計
急
変
の
場
合
の
奨
学
金 

法政大学後援会奨学金 

当該期の大学納

付金相当額（第1

期または第2期

の授業料、実験実

習料、教育充実

費）を上限 

若干名 
１～４ 

年生 

（6月・11月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

主たる家計支持者である保証人（親）の死亡または

離別、失職、病気・事故、災害により家計が急変し、

その事由が発生した月から12か月を超えない期間

内に大学納付金を納期内に納入できない者 

林 忠昭奨学金 

文 系３０万円 

理工系３５万円 

を上限 

若干名 
１～４ 

年生 

（6月・11月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

家計が急変し、その事由が発生した月から12か月

を超えない期間内に大学納付金を納期内に納入で

きない者 

法政大学生協 

学生生活支援奨学金 

（注１） 

20万円を 

上限 
若干名 

１～４ 

年生 

（6月・11月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

法政大学生活協同組合の奨学金 

学業成績が優れ、修得単位数が進級・卒業見込み要

件をみたしていながらも、家計急変（事由発生より

１年以内）により学費支払が困難な者 

（注1）本奨学金は「民間奨学金」に該当しますが、

他の家計急変奨学金と同時に大学で出願を受け付

けるので、ここに記載しています。 

臨
時
奨
学
金 

2012年度 

緊急支援奨学金 

困窮レベルに 

より、学費の

100％、80％、

60％、40％ 

100名程度 
1～4 

年生 

（４月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

2011年に発生した「東日本大震災」により被災し、

2012年度現在も経済的援助が必要な者 

（2012年度のみ募集する奨学金です） 

 

上記のうち、奨学金名称の前に★印のあるものおよび「吉田育英会奨学金」は、7～8ページ「Ⅲ．民間奨学金 １．給付型奨学金の（１）

（２）」に記載されている奨学金との併給は認めません。 
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     2．学業、スポーツ、芸術、ボランティア活動など各分野で優秀な学生を奨励する制度 

以下の奨学金は、学業・スポーツなどの各分野で活躍した学生を奨励するもので、家計状況は関係ありません。 

奨学金の名称  金額（年額） 
採 用 

予定者数 

採用 

学年 

（募集予定期） 

問合せ先 
応募・採用条件 

「
開
か
れ
た
法
政
21
」
奨
学
・
奨
励
金 

入学時特別奨学金 

（A方式入試） 

当年度の 

授業料相当額 
２９３名 １年生 - 

入学試験時（A方式入試）の各学部成績上位者のう

ち、当該学部に入学した新入生 【指名制】 

入学時特別奨学金 

（Ｔ日程入試地方出身者 

対象） 

当年度の 

授業料相当額 
１８０名 １年生 - 

入学試験時（Ｔ日程入試）の道府県別成績上位者 

（東京・神奈川・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉を

除く）のうち、本学に入学した新入生【指名制】 

成績最優秀者特別 

奨学金 

当年度の 

授業料相当額 
１５名 ４年生 - 各学部4年生の累積成績最優秀者【指名制】 

成績優秀者奨学金 

当年度の 

授業料半額 

相当額 

2６５名 
２～４ 

年生 
- 

各学部２～4年生の前年度成績上位者【指名制】 

学部ごとの採用数は学部定員比による。 

認定海外留学 

奨学金 

当年度の 

授業料半額 

相当額 

１５名以内 
２～４ 

年生 

国際交流 

センター 

単位認定が受けられる本学の認定海外留学生 

採用者には、別途「後援会認定海外留学奨学金」 

１０万円が支給されます。 

スポーツ奨励金 

当年度の 

授業料半額 

相当額 

 

応募・採用条件

を満たす者 

 

１～４ 

年生 

（１２月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

スポーツの分野において優秀な成績をおさめた者 

（体育会に所属していない学生も応募可） 
（注）すべてのスポーツが該当するとは限りません。また、 

法政大学学生特別表彰とは併給できません。 

学術・文化奨励金 ３０万円を上限 
２０名（団体）

以内 

１～４ 

年生 

（１０月） 

市ヶ谷・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

学術・研究・ボランティア活動・文化・芸術・芸能

等の分野で秀でた業績をあげた者または団体 

指定試験合格者 

奨励金 

当年度の 

授業料相当額 

当年度中の 

合格者全員 

１～４ 

年生 

（1１月） 

厚生課・ 

多摩・小金井 

学生生活課 

在学生で、司法試験予備試験、公認会計士試験、国

家公務員採用Ⅰ種（総合職）試験、 税理士試験（全

科目合格）、 弁理士試験、 司法書士試験に合格し

た者 

「
Ｌ
・
Ｕ
奨
学
金
」 

L・Uキャリア・アップ 

奨励金 
２０万円 

当年度中の 

合格者全員 

１～４ 

年生 

（１月） 

厚生課 

多摩・小金井 

学生生活課 

在学生で、気象予報士試験、 行政書士試験、 高度

情報処理技術者試験（情報セキュリティスペシャリ

スト試験、 プロジェクトマネージャ試験、 システ

ムアーキテクト試験、 ITストラテジスト試験、 IT

サービスマネージャ試験、 エンベデッドシステム

スペシャリスト試験、データベーススペシャリスト

試験、 ネットワークスペシャリスト試験、 システ

ム監査技術者試験）、 社会保険労務士試験, 税理士

試験（複数科目合格者に在学中1回のみ給付）、 中

小企業診断士試験、 通訳案内士試験、 不動産鑑定

士試験に合格した者 

団体スポーツ奨励金 
50万円～ 

１００万円 

応募・採用条件

を満たす団体 

１～４ 

年生 

（１２月） 

厚生課 

多摩・小金井学

生生活課 

団体スポーツにおいて優れた成績をおさめた団体 

＊団体競技の場合 

全日本学生選手権レベル以上の大会で優勝又は 

準優勝した団体 

＊個人競技における団体戦の場合 

全日本学生選手権レベル以上の大会で優勝した 

団体 
（注）すべてのスポーツが該当するとは限りません。また、 

法政大学学生特別表彰とは併給できません。 

派遣留学奨学金 

派遣先により 

Ａ．100万円 

Ｂ． 70万円 

約５０名 
３～４ 

年生 

（5・10月） 

国際交流 

センター 

派遣留学に関する詳細については国際交流センタ

ーに問い合わせてください。 

給付金のうち20万円は後援会からの助成額です。 

法政大学グローバル 

キャリア支援基金による 

海外留学支援奨励金 

５０万円 

(条件付入学者は

２５万円) 

若干名 
２～４ 

年生 

（5・１２月） 

国際交流 

センター 

認定海外留学に決定した者のうち、海外一流大学の

正規課程に入学許可・条件付入学許可を受けた者 

詳細は国際交流センターに問い合わせてください。 

 

 



4 

 

３．各学部独自の奨学・奨励金 

以下の奨学金は各学部で実施しているものです。募集・選考等については各学部に直接お問い合わせください。 

奨学金の名称 金額（年額） 
採 用 

予定者数 

採用 

学年 

（募集予定期） 

問合せ先 
応募・採用条件 

法学部HOP奨学金 
(A)４万円 
(B)１０～ 

２０万円 

(A)全員 
(B)10～20 

名程度 

当該年度 
HOP 
参加者 

法学部 
(A) HOP参加者全員 
(B) （A）のうち特に学業成績が優れ、現地研修で
優れた成果をあげた者（（Ａ）に加算） 

文学部英文学科 
ＳＡ奨学金 

（夏期）5万円 
（後期）20万円

程度 

（夏期）25名 
（後期）18名 

１～４ 
年生 

文学部 SA参加決定者で、審査の結果承認された者 

文学部哲学科「国際哲学特講」履修
に伴う海外体験学習実習費補助金 

5万円を上限に 
実習費等の 
25％まで 

20名以内 
2～4 
年生 

文学部 
哲学科生のうち、「国際哲学特講」履修者全員 
（「国際哲学特講」は定員制で２０名まで履修可能） 

経営学部 
SA奨学金 

留学先により 
25～35万円 
（2011年度 

実績） 

２７名 
（前年度実績） 

２・４ 
年生 

経営学部 SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者 

国際文化学部 
SA奨学金 

(A)２０万円 
(B)３０～60 

万円程度 

(A)全員 
(B)約２０名 

当該年度 
SA 
参加者 

（６月） 
国際文化 
学部 

(A) ＳＡ参加決定者全員 
(Ｂ)（A）のうち特に学業成績が優れ、教育上経済
的援助が必要な者（（Ａ）に加算） 

国際文化学部 
ＳＪ奨学金 

上限10万円 全員 
当該年度 

SJ 
参加者 

（６月） 
国際文化 
学部 

SJ参加決定者全員 
（ＳＪとは国際文化学部の外国人留学生を対象にした 国内

研修制度（スタディ・ジャパン）です） 

人間環境学部 
社会人奨学金 

当該年度の 
授業料半額 
相当額 

１９名 
（前年度実績） 

１～４ 
年生 

（６月） 
人間環境 
学部 

社会人入学者のうち、学業成績が優れ、教育上経済
的援助が必要な者 

人間環境学部 
海外フィールドスタディ奨励金 

９万円を上限と
し、研修費等の 
５０％まで 

70名以内 
当該年度
海外FS
参加者 

人間環境 
学部 

海外フィールドスタディへの参加に強い意志を持
ち、選考により決定した者 
本奨励金の給付は在籍中、1回限りとする 

キャリアデザイン学部 
キャリアアップ奨励金 

受講料等の補助： 
上限15万円 

受験料等の補助： 
上限2万円 

４０名程度 
１～４ 
年生 

（5月） 
キャリア 
デザイン 
学部 

給付対象となる講座・資格等を修了もしくは取得し
た者（上限の範囲内で一部又は全部を補助） 

キャリアデザイン学部 
「海外キャリア体験学習」 

実習費補助金 

20万円を上限と
し、実習費等の

50％まで 

各コース 
１０名 

２～４ 
年生 

キャリア 
デザイン 
学部 

キャリア体験学習事前指導（国際）およびキャリア
体験学習（国際）履修者 

GIS 
（グローバル教養学部） 

SA奨学金 

（Ａ） 
短期：５０万円 
長期：１００万円 
（Ｂ） 
短期：１０または 

２０万円 
長期：１０または 

４０万円 

(A)全員 
(B)２０名程度 

当該年度
SA 
参加者 

GIS 
（グローバル
教養学部） 

(A) ＳＡ参加決定者全員 
(B) （A）のうち特に学業成績が優れている者 
（（Ａ）に加算） 

経済学部 
SA奨学金 

30万円程度 
（前年度旅費総
額の30％程度） 

41名程度 ２年生 経済学部 SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者  

社会学部 
SA奨学金 

留学先により 

２６～５０万円 

程度 

１３名 ２・３年生 社会学部 SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者 

現代福祉学部 
国内福祉研修奨励金 

３万円を上限に

交通費相当額 
約３０名 

１～４ 
年生 

現代福祉 
学部 

研修計画が学部審査を通過した者 
研修終了後、レポート提出あり 

現代福祉学部 
海外福祉研修奨励金 

20万円を上限に

研修費等の 

６０％まで 

３０名 ２年生 
現代福祉 
学部 

研修参加への強い意志を持つ者のうち、学業成績が
優れ、選考試験により参加が決定した者 

理工学部 
SA奨学金 

１０または 
１５万円 

１２名 
（前年度実績） 

１～４ 
年生 

理工学部 
 
SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者 
 

生命科学部 
SA奨学金 

１０または 
１５万円 

１３名 
（前年度実績） 

１～４ 
年生 

生命科学部 
 
SA参加決定者のうち、学業成績が優れている者 
 

スポーツ健康学部 
海外課外研修奨励金 

20万円を上限に
研修費等の 
６０％まで 

22名 3年生 
スポーツ健康

学部 
海外課外研修参加決定者 
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４．私費外国人留学生対象の奨学金 

以下の奨学金については国際交流センターへ直接お問い合わせください。 

奨学金の名称 金額（年額） 
採 用 

予定者数 

採用 

学年 

（募集予定期） 

問合せ先 
応募・採用条件 

法政大学国際交流基金 

（ＨＩＦ） 

外国人学部留学生奨学金 

１００万円 ９名 
１～４ 

年生 

（4月） 

国際交流 

センター 

学部に入学・在籍する学業・人物ともに優秀な私費

外国人留学生 

法政大学グローバル 

キャリア支援基金による 

外国人留学生支援奨励金 

文 系３０万円 

理工系４０万円 
若干名 ４年生 

（6月） 

国際交流 

センター 

学部４年生に在籍し、卒業見込みであるが学費の支

払いが困難な私費外国人留学生 

 

 

５．法政大学独自の奨学金全般に関する事項 

（１）文系学部・理工系学部について 

   本冊子において、文系学部・理工系学部は以下の学部を意味します。 

文系学部・・・法学部・文学部・経営学部・国際文化学部・人間環境学部・キャリアデザイン学部・GIS（グローバル教

養学部）・経済学部・社会学部・現代福祉学部・スポーツ健康学部 

   理工系学部・・・工学部・情報科学部・デザイン工学部・理工学部・生命科学部 

（２）出願について 

奨学金名称の前に★印のあるものと「2012年度緊急支援奨学金」が4月に一斉に出願を受付ける奨学金です。二次募集

はありません。 

＜2012年度出願について＞２０１２年４月１８日（水）～４月２４日（火） 所属学部のあるキャンパスで受付けます。 

（３）奨学金の返金について 

法政大学独自の奨学金は「給付型」であり、卒業後も返還の義務はありません。ただし、給付を受けた年度内に休学・離

籍などの該当になった場合や、学業または素行等が不良となり奨学生として適当でないと認められた場合には、奨学金の

全額または一部を返金していただく場合があります。 

（４）2011年度の主な奨学金の給付実績 

① ４月に一斉に出願を受け付ける奨学金（2011年7月現在） 

奨学金の名称 出願者数 採用者数 

新・法政大学100周年記念奨学金 1747（留学生を除く） 433（留学生６６名を含む） 

法政大学学生生活支援奨学金 412（留学生を除く） 254（留学生15名を含む） 

学友会奨学金 
567 

１２ 

大成建設株式会社奨学金 ３ 

   

②「開かれた法政２１」奨学・奨励金 成績優秀者奨学金（2011年7月現在） 

学部 法 文 経営 
国際

文化 

人間

環境 
CD デ工 GIS 経済 社会 

現代

福祉 

スポ

ーツ 

情報

科 
理工 

生命

科 
合計 

採用 

者数 
34 27 32 11 14 12 12 2 37 31 10 4 7 18 9 260 

※ この奨学金は、2011年度までは「第二種成績優秀者奨学金」という名称で、出願に基づいて選考していました。 

 

＜参考＞日本学生支援機構奨学金 ２０１１年度定期採用数実績（２０１１年７月現在） 

奨学金の種類 １年生 ２～４年生 計 

第一種奨学金（無利子） ３８３  ３７ ４２０ 

第二種奨学金（有利子） ４２４ ２５８ ６８２ 

計 ８０７ ２９５ １１０２ 
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Ⅱ．（独）日本学生支援機構奨学金（貸与：卒業後に返還必要） 

国の奨学機関である「独立行政法人 日本学生支援機構」が、有為な人材の育成と教育の機会均等をはかることを目的とした貸

与型奨学金制度です。卒業後に返還が義務付けられています。「Ⅰ．法政大学独自の奨学金」との併願・併給は可能です（ただし、

人間環境学部社会人奨学金は併給不可）。本奨学金について、外国人留学生は国際交流センターへお問い合わせください。 

 

１．定期採用奨学金 

種類・貸与額（月額） 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ２０１１年度の利率は、年1.２％（利率固定方式）・年0.５％（利率見直し方式）程度でした。 

（１）出願について 

日本学生支援機構奨学金の定期採用については、４月に一斉に出願を受付けます。二次募集はありません。 

＜2012年度出願について＞２０１２年４月１８日（水）～４月２４日（火） 所属学部のあるキャンパスで受付けます。 

（２）採用後の手続きについて 

上記期間に出願し、選考の結果奨学生として採用された方は、大学が定める期間内に「返還誓約書」を提出する必要があ

ります。また毎年１２月に、大学の指示にしたがって次年度の奨学金継続の手続きを行う必要があります。奨学金を貸与

されているという自覚をもって、各手続きを怠らないことが必要です。 

（３）奨学金の返金・休止について 

採用後に「返還誓約書」を提出しなかった場合は採用が取り消され、振り込まれた奨学金全額を一括で返金する必要があ

ります。大学を休学した場合は休学期間中の奨学金振込が休止し、留級した場合は進級するまで奨学金振込が停止します。

なお、休停止期間が2年間を超える場合は、奨学金受給資格が喪失し、廃止となります。 

 

２．緊急採用・応急採用奨学金（貸与型）（随時受け付け） 

対象は、家計急変の事由が発生してから12ヶ月以内の者（外国人留学生を除く）です。 

（１）緊急採用奨学金（無利子） 

貸与額は（独）日本学生支援機構奨学金の「第一種奨学金」と同一です。貸与開始月は家計急変の生じた月以降で申込者

が希望する月とし、2013年3月まで貸与可能です（緊急採用奨学金継続願の提出により翌年度以降も貸与可能です）。 

（２）応急採用奨学金（有利子） 

貸与額は（独）日本学生支援機構奨学金の「第二種奨学金」と同一です。貸与開始月は家計急変の生じた月以降で申込者

が希望する月とし、卒業時まで貸与可能です。 

 

３．短期留学用奨学金 

本学のＳＡ（スタディ・アブロード）や派遣留学などに限り、3カ月以上1年以内の短期留学のための奨学金があります（単

位認定の無い私費留学には適用されません）。貸与額は定期採用奨学金の「第二種奨学金（有利子）」と同一です。 

出願期間は留学の出発時期によって異なります。詳細は各キャンパスの奨学金担当窓口へお問い合わせください。 

  

４．学部卒業後の海外留学用奨学金 

大学を卒業後、海外の大学院へ学位取得を目的とした進学を希望している人を対象にした第二種奨学金（有利子）の予約も

扱っています。詳細は各キャンパスの奨学金担当窓口へお問い合わせください。 

 
日本学生支援機構奨学金についての詳細は、http://www.jasso.go.jp/ も参照してください。 

奨学金の種類 通学形態 予定貸与額 

第一種奨学金（無利子） 
自宅通学者 30,000円、54,000円から選択（＊貸与額変更可） 

自宅外通学者 30,000円、64,000円から選択（＊貸与額変更可） 

第二種奨学金（有利子） 

＊利率は年3.0％を上限（利率固定方式、 

 利率見直し方式のいずれかを選択） 

＊在学期間中は無利息です 

通学形態に関係なく、 

30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円から選択 

（＊貸与額変更可） 
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Ⅲ．民間奨学財団奨学金（給付または貸与）・地方公共団体奨学金（貸与） 

＜民間奨学財団奨学金＞  民間奨学財団が募集する奨学金で、給付型（返還不要）と貸与型（返還必要）があります。 

＜地方公共団体奨学金＞  地方公共団体の教育委員会等が募集する貸与型奨学金（返還必要）です。大学を通さず、 

             個人で申請できるものもありますので、出身地の教育委員会などへお問い合わせください。 

 ※以下の表は、２０１１年度に大学へ募集があった団体です。年度によって、募集がない場合や応募資格等が変更になる 

ことがあります。 

募集は４月上旬に集中しますので、希望者は各キャンパスの「奨学金関係掲示板」で確認し早めに申し込んでください。 

また、他の奨学金との併給を認めていない場合があります。詳細は、各団体の募集要項等を参照してください。 

 

１．給付型奨学金（返還不要） 

（１）大学で面接を行い、各団体への推薦者を決定するもの 

推薦できるのは、一人１団体のみです。また、2ページ記載の「Ⅰ．法政大学独自の奨学金」のうち、奨学金名称の前に★印の 

あるものおよび「法政大学吉田育英会奨学金」との併給はできません。 

奨学団体の名称 設立経緯 出願資格 月額（円） 

２011年度 

推薦者数 

採用者数 

（財）青井奨学会 
（株）丸井の創設者・故青井忠治氏の私財供出により

設立された 

法・経済・経営学部

1・２年生 
30,000 

１名  

１名 

（財）小田急電鉄事業団 

小田急電鉄（株）の元会長故安藤楢六氏の遺志をつい

で「安藤記念奨学財団」として設立。その後、小田急

電鉄事業団に吸収合併 

１年生のみ 20,000 
１名 

１名 

（公）オーディオテクニカ 

奨学会 

（株）オーディオテクニカの創設者・松下秀雄・和子

夫妻の寄付により設立された 

理工・デザイン工学

部２年生以上 
20,000 

０名 

０名 

（財）小原白梅育英基金 
城南信用金庫の理事長・故小原鐵五郎氏の遺志により

設立された 
１年生のみ 50,000 

２名 

２名 

（財）笠原奨学財団 
（旧）同栄信用金庫理事長故笠原慶彰氏により設立さ

れた 
１年生のみ 20,000 

１名 

１名 

（財）樫山奨学財団 
（株）オンワード樫山の創業者・故樫山純三氏の私財

供出により設立された 
１年生のみ 36,000 

１名 

１名 

（財）川本奨学財団 
日本電気（株）の創設者・故川本種三郎氏の遺志によ

り設立された 
１～４年生 25,000 

０名 

０名 

（財）埼玉学生誘掖会 社会に有用な人材育成を目的に設立された 
埼玉県出身の１年

生 
年額 

250,000 

０名 

０名 

（公）信濃育英会 

ボランティア等あらゆる分野の活動を通じて明るい

社会に貢献している学生の援助を目的に設立された 

一度応募した方の再応募はできません 

2年生以上 
年額 

400,000 

（採用年度限り） 

２名 

０名 

（財）住本育英会 
（株）東京スタイルの創設者・故住本保吉氏の遺志に

基づいて設立された 
１年生のみ 20,000 

１名 

１名 

（社）大学女性協会 
優秀な女子学生の勉学と研究活動を奨励することを

目的として設立された 
２年生以上の女子 

年額100,000 

（採用年度限り） 

０名 

０名 

（財）玉野教育基金 華道家・玉野みゑ氏の基金供出により設立された １年生のみ 25,000 
２名 

１名 

（財）中村積善会 篤志家故中村静尾氏の遺志により設立された １～４年生 ４0,000 
０名 

０名 

（公）日新製糖奨学育英 

基金 

日新製糖（株）及び故森永為貴氏とその一族の出捐に

より設立された 
３年生以上 30,000 

１名 

１名 
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奨学団体の名称 設立経緯 出願資格 月額（円） 

２011年度 

推薦者数 

採用者数 

（社）日本建設業連合会 建築系を専攻する学生に対し設立された 
デザイン工学部 

３年生 
20,000 

（採用年度限り） 

０名 

０名 

（財）日本証券奨学財団 
（社）日本証券業協会の発足に伴い各社の基金拠出に

より設立された 
２年生のみ 

自 宅35,000 

自宅外45,000 

１名 

１名 

（財）野﨑わかば会 
情報化社会のさらなる発展に向けた人材の育成およ

び教育環境の充実を目的に設立された 
2年生以上 

30,000 

（採用年度限り） 

３名 

3名 

（財）平山教育財団 
（株）電波新聞社の創業者・故平山秀雄氏の出捐によ

り設立された 
東京都民の１年生 20,000 

０名 

０名 

（財）フジシールパッケー

ジング教育振興財団 

（株）フジシールインターナショナルの創業者・藤尾

正明・弘子夫妻の出捐により設立された 

理工・デザイン工学

部１年生 
50,000 

１名 

１名 

（公）古屋亨記念奨学基金 衆議院議員故古屋亨氏の遺志により設立された 法学部1年生 50,000 
１名 

０名 

（財）前澤育英財団 前澤工業（株）により設立された １年生のみ 30,000 
１名 

１名 

（公）松栄奨学基金 
三信電気株式会社の創立35周年を記念して、同社会

長松永栄一氏が公益信託として設定した 

理工・情報科学部2

年生 
50,000 

１名 

１名 

（公）三菱 UFJ 信託奨学

財団 

三菱UFJ信託銀行（株）の社長・故山室宗文氏の功

績を記念して設立された 

法・経済・社会・経

営・国際文化・人間

環境・理工・生命科

学部２年生以上 

30,000 

２名 

２名 

 

（２）出願書類を大学で取りまとめて、各団体に提出するもの 

2ページ記載の「Ⅰ．法政大学独自の奨学金」のうち、奨学金名称の前に★印のあるものおよび「法政大学吉田育英会奨学金」との 

併給はできません。 

奨学団体の名称 設立経緯・出願資格等 月額（円） 

2011年度 

出願者数 

採用者数 

（財）守谷育英会 （株）守谷商会により設立された 100,000 
１４名 

2名 

 

（３）出願書類を各自で直接、各団体に提出するもの（採否結果が不明の場合は採用者数を０名としています） 

奨学団体の名称 設立経緯・出願資格等 月額（円） 
2011年度 

採用者数 

（公）起業家支援財団 

起業家精神をもつ有為な人材を輩出し、神奈川県の経済社会の発展に寄与す

ることを目的に設立された 

神奈川県在住者または神奈川県の産業振興を志す方。採用は１年間のみ 

30,000 

（採用年度限り） 
０名 

在日本朝鮮人教育会 30歳未満の在日本朝鮮人の方（留学生を除く） 
１年生10,000 

２年生以上 

15,000 
０名 

（財）朝鮮奨学会 
30歳未満の韓国籍・朝鮮籍で特別永住者等の方 

2年生以上 
25,000 2名 

（財）人間塾 
日本の将来を担う若者の育成を理念に掲げて設立された 

30歳未満の日本国籍の方。他の給付型の奨学金との併用はできない 
100,000 １名 

（公）ヤマハ発動機スポー

ツ振興財団 

スポーツを通じて世界にはばたく逞しい人材の育成 

他の奨学金の重複受給は不可 
100,000 ０名 

（財）ヨネックススポーツ

振興財団 

青少年スポーツの振興を図ることを目的に設立された 

体育学等専攻の学生またはスポーツを積極的に行う30歳未満の方 
50,000以内 

（採用年度限り） 
０名 
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２．貸与型奨学金（返還必要） 

（１）大学で面接を行い、各団体への推薦者を決定するもの。推薦できるのは、一人１団体のみです。 

奨学団体の名称 設立経緯・出願資格等 月額（円） 

2011年度 

推薦者数 

採用者数 

（財）春秋育英会 
（旧）日本火災海上保険（株）の支援の下に設立された 

※半額給付・半額貸与 
自 宅20,000 

自宅外25,000 

１名 

１名 

（財）関育英奨学会 
（学）独協学園の故理事長・関湊氏の発意により設立された 

２年生のみ 
30,000 

０名 

０名 

（財）中村積善会 
篤志家故中村静尾氏の遺志により設立された 

給付型の中村積善会奨学金との併給不可 
64,000 

０名 

０名 

 

（２）出願書類を大学で取りまとめて、各団体に提出するもの 

奨学団体の名称 設立経緯・出願資格等 月額（円） 

2011年度 

出願者数 

採用者数 

（財）アキレス育英会 
（株）アキレスにより、有為な人材の育成を目的に設立された 

1年生のみ 
自 宅20,000 

自宅外30,000 

１名 

１名 

あしなが育英会 
病気、災害、自殺などで保護者を亡くしたり、重度後遺障害で働けない家庭 

直接応募も可 

一般40,000 

特別50,000 

０名 

０名 

（財）廣瀬育英会 

廣瀬無線電機（株）の創業者・故廣瀬太吉氏の私財を広く役立てるために設

立された 

富山県下の高校の卒業生 

30,000 
０名 

０名 

（財）宮崎県奨学会 

宮崎県に本籍を有する方、また主たる生計維持者が宮崎県内に居住している 

１年生（２年生以上の希望者は、宮崎県奨学会に問い合わせてください） 

日本学生支援機構、宮崎県育英資金等他の奨学金との重複採用はしません 

25,000 
０名 

０名 

（財）山口県ひとづくり財 

  団 

山口県内に生活の本拠を有する方の子弟 

日本学生支援機構やその他の貸与型の奨学金を受けていない方 
52,000 

０名 

０名 

石川県教育委員会 
石川県内に３年以上居住する方の子弟 

日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていない方 
44,000 

０名 

０名 

茨城県教育委員会 
茨城県内に居住する方の子弟 

日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていない方 

自 宅36,000 

自宅外40,000 

１名 

１名 

川崎市教育委員会 
保護者が川崎市に一年以上居住している１年生のみ 

他の奨学金等の給付（貸与）も可能ですが、受給（貸与）状況を確認します 
38,000 

１名 

０名 

岐阜県教育委員会 岐阜県内に住所を有する方の子弟 

32,000 

※16,000 

（日本学生支援

機構奨学生は※

の金額） 

１名 

１名 

富山県教育委員会 

富山県内に保護者等が住所を有すること 

母子福祉資金、市町村や他団体の貸与型の奨学金との併給不可 

日本学生支援機構奨学金との併給不可（特例で認める場合あり） 

51,000 
０名 

０名 

新潟県教育委員会 
新潟県内に居住する方の子弟 

日本学生支援機構の第一種奨学金を受けていない方 
51,000 

３名 

３名 

八戸市教育委員会 八戸市内に２年以上居住する方の子弟 40,000 
０名 

０名 

福島県教育委員会 
大学入学まで又は大学入学の目的をもって住所を移転するまで、福島県内に

６ケ月以上住所を有していたこと 
40,000 

０名 

０名 

宮崎県教育庁 

（宮崎県育英資金） 

主たる生計維持者が宮崎県内に居住していること 

日本学生支援機構奨学金、母子及び寡婦福祉法による修学資金との併給はで

きません 

63,000 

０名 

０名 
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（３）出願書類を各自で直接、各団体に提出するもの（採否結果が不明の場合は採用者数を０名としています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学団体の名称 設立経緯・出願資格等 月額（円） 
2011年度 

採用者数 

（財）大分県奨学会 

大分県内に住所を有する方の子弟 

日本学生支援機構奨学金またはその他の機関の修学資金の貸与を受けてい

ない方 

51,000 ０名 

（財）沖縄県国際交流・

人材育成財団 

沖縄県に住所を有する方の子弟 

日本学生支援機構やその他の団体から奨学金の貸与または修学資金の貸与

を受けていない方 

55,000 ０名 

交通遺児育英会 
保護者等が道路における交通事故により死亡、または著しい後遺障害によ

り働けないなど、学費の支払が困難な方 

40,000 

50,000 

60,000 

から選択 

０名 

（財）常磐奨学会 福島県いわき市、茨城県北茨城市及びその周辺地域居住者の子弟 
文系30,000 

理系35,000 ０名 

（財）日本通運育英会 
日本通運（株）により設立された 

１・２年生 
自 宅15,000 

自宅外20,000 
４名 

大田区福祉部 保護者が大田区に一定期間居住していること 44,000以内 ４名 

上越市教育委員会 
上越市、妙高市、糸魚川市に３年以上住所を有し、そこに所在する中学校

または高等学校を卒業した方 
70,000 ０名 

新潟市教育委員会 保護者が新潟市内に住所を有する方 
年額 

400,000 
０名 
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Ⅳ．国の教育ローン        

日本政策金融公庫が取り扱う融資制度です（年利 2.５5％ 201２年２月１０日現在）。銀行、信用金庫、信用組合、労働

金庫、農協、漁協の窓口でも取り扱っています。詳細については、以下の教育ローンコールセンターに直接問い合わせてくだ

さい。保護者（家計支持者）の方が各金融機関等に直接申し込み・契約をします（随時）。大学への連絡は不要です。 
 

日本政策金融公庫教育ローンコールセンター  
ナビダイヤル：0570-008656  

ＴＥＬ：03-5321-8656 

 ※日曜日・祝日・年末年始（12月31日～1月3日）はご利用いただけません。 

＜受付時間＞月～金9:00～21:00 土 9:00～17:00   ＜ＨＰ＞  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｆｃ．ｇｏ．ｊｐ/k/kyouiku/ 

 

Ⅴ．短期貸費金 

  財布を紛失するなどの緊急時のための学部生対象の貸費制度です（大学院・通信教育部生は除く）。所定の申請書および誓約

書の提出が必要です。貸費金額は10,000円以内で、返済期限は貸費を受けた日から1か月以内です。詳細は各キャンパス

の奨学金担当窓口へ問い合わせてください。 

 

Ⅵ．奨学金を受給する上での注意事項 

「Ⅰ．法政大学独自の奨学金」の給付を受けている当該年度中に、または「Ⅱ．（独）日本学生支援機構奨学金」、「Ⅲ．民

間奨学財団・地方公共団体奨学金」の貸与・給付中に学籍異動（休学・退学・除籍・留級・停学など）が生じた場合、奨学金

の全額または一部を返金していただくことがあります。学籍異動が生じた場合は、各キャンパスの奨学金担当窓口まで必ず申

し出てください。 

奨学生として採用された後も各種手続きが必要になる場合があります。奨学金掲示板やポータルサイトの見落としに気をつ

けてください。 

 

Ⅶ．奨学金担当窓口 

奨学金制度についてご不明な点は、下記の担当窓口までお問い合わせください。 

対 象 担当窓口 連絡先 

法・文・経営・国際文化・人間環境・キャリアデザ

イン・デザイン工・GIS（グローバル教養）の各学

部に所属する学生 

学生センター 厚生課 

（市ヶ谷キャンパス外濠校舎１階） 
０３－３２６４－９４８６ 

経済・社会・現代福祉・スポーツ健康学部の各学部

に所属する学生 

学生センター 多摩学生生活課 

（多摩キャンパスEGG DOME２階） 
０４２－７８３－２１５１ 

工・情報科・理工・生命科学部の各学部に所属する

学生 

学生センター 小金井学生生活課 

（小金井キャンパス管理棟2階） 
０４２－３８７－６０４２ 

外国人留学生 

国際交流センター 

（市ヶ谷キャンパス富士見坂校舎５階） 

国際交流センター分室 

（多摩キャンパスEGG DOME２階） 

０３－３２６４－５４７５ 

 

０４２－７８３－２１２６ 
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Ⅷ．奨学金に関するＱ＆Ａ 

特に問い合わせの多い質問を列挙しました。この他の質問は、各キャンパスの担当窓口までお問い合わせください。 

 

Ｑ１．新入生が申し込める奨学金は何がありますか？ 

Ａ１．法政大学独自の奨学金として給付型の「新・法政大学１００周年記念奨学金」と「法政大学学生生活支援奨学金（自宅外

生のみ対象）」があり、貸与型の「（独）日本学生支援機構奨学金」もあります。選考については、「新・法政大学１００周

年記念奨学金」と「法政大学学生生活支援奨学金（自宅外生のみ対象）」、および「（独）日本学生支援機構奨学金」第二種

奨学金（有利子）が家計のみで選考するのに対し、「（独）日本学生支援機構奨学金」第一種奨学金（無利子）は家計に加

えて高校時の成績評定値も選考の基準になります。 

  

 

  

Ｑ２．法政大学独自の奨学金にある「開かれた法政２１」奨学・奨励金の「入学時特別奨学金（Ａ方式入試）」の奨学生採用通

知を頂き、先日学生センターの窓口に受給願を提出しました。新たに「新・法政大学１００周年記念奨学金」に出願でき

ますか？また、その他の法政大学独自の奨学金にも申込みをしたいのですが、２つ以上の奨学金に採用されることがあり

ますか。 

Ａ２．当該年度に法政大学独自の奨学金の給付を受けた場合、原則として他の法政大学独自の奨学金には採用されることはあり

ません。ただし、「奨励金」や各学部独自の奨学金など、併給が可能なものもあります。 

 

 

 

Ｑ３．高校在学時に「（独）日本学生支援機構奨学金」の予約採用に申込みをし、「平成２４年度大学等奨学生採用候補者決定通

知」を頂いています。再度４月の定期出願時に申込む必要はありますか？ 

Ａ３．必要ありません。各キャンパスの奨学金担当窓口へ「平成２４年度大学等奨学生採用候補者決定通知」を提出しＩＤとパ

スワードを受け取り、インターネットによる進学届の提出をしてください。なお、「日本学生支援機構奨学金」と法政大学

独自の奨学金は併給できますので、法政大学独自の奨学金を希望する場合は４月の出願時に申し込んでください。 

 

 

 

Ｑ４．家計が非常に苦しいのですが、「（独）日本学生支援機構奨学金」の第一種奨学金（無利子）、第二種奨学金（有利子）両

方同時に申込みできますか？ 

Ａ４．原則として認めておりません。ただし、第二種奨学金最高月額（￥120,000）の貸与を受けても学業を続けるための資

金が不足するような特段の事情がある場合は、各キャンパスの奨学金担当窓口へ個別に申し出てください。 

 

 

 

 

Ｑ５．国際文化学部２年次にＳＡ（スタディ・アブロード）に参加しますが、受けられる奨学金はありますか？ 

Ａ５．法政大学独自の奨学金で国際文化学部が取り扱っている「国際文化学部ＳＡ奨学金」に申込むことができます。さらに希

望者は（独）日本学生支援機構の第二種奨学金（短期留学）にも申込むことができます。また、留学前に（独）日本学生

支援機構の奨学金を受けていた方は、所定の書類を提出することで留学中も継続して奨学金が受けられます。国内の第二

種奨学金と第二種奨学金（短期留学）の両方の貸与を同時に受けることはできません（他の学部でSAに参加する場合も

同様です）。 
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Ｑ６．今年度休学をして１年間、語学留学をする予定ですが、（独）日本学生支援機構の第二種奨学金（短期留学）に申込みで

きますか？ 

Ａ６．申込みできません。本学の学生交流に関する協定等に基づく留学、または留学先で取得した単位が本学の単位として認定

される留学であることが条件です。 

 

 

 

 

 

Ｑ７．民間奨学財団の奨学金に申込みを考えていますが、同時に「新・法政大学１００周年記念奨学金」にも出願を考えていま

す。もし、民間奨学財団の奨学金に採用された場合、「新・法政大学１００周年記念奨学金」の取り扱いはどうなりますか？ 

Ａ７．原則として、民間奨学財団の給付型奨学金と経済支援を目的とした大学独自の奨学金との併給を認めていないため、「新・

法政大学１００周年記念奨学金」は不採用となります。詳細は奨学金担当窓口へ問い合わせてください。 

 

 

 

 

 

Ｑ８．大学から紹介がない地方公共団体奨学金に申込みを考えています。申込みはできますか？ 

Ａ８．できます。地方公共団体の出願書類をよく熟読したうえで、期日までに提出してください。なお、提出書類で大学の公印

や推薦書等が必要な場合は早めに各キャンパスの奨学金担当窓口へ申し出てください。 

 

 

 

 

 

Ｑ９．出願期日に「（独）日本学生支援機構奨学金」の申込みができませんでした。出願期日を過ぎても申込みはできますか？ 

Ａ９．できません。翌年、進級後に４月の定期募集時に申込みしてください。また、出願日当日の都合が悪い場合や出願日まで

に用意できない書類がある場合は、出願日以前に奨学金担当窓口に可能な限りの提出書類を持参のうえ、申し出てくださ

い。ただし、１２ヶ月以内に発生した家計急変により奨学金を希望する場合は緊急採用（第一種奨学金）または応急採用

（第二種奨学金）に随時申込みができます。各キャンパスの奨学金担当窓口へ相談してください。 

 

 

 

Ｑ10．私費外国人留学生が申し込める奨学金は何がありますか？ 

Ａ10．経済支援のための奨学金としては、「新・法政大学１００周年記念奨学金」、「法政大学学生生活支援奨学金」があり、国

際交流センターが窓口です。このほかに（独）日本学生支援機構で私費外国人留学生用奨励金もあります。外国人留学

生を対象とした民間奨学金の募集が届く場合もあります。詳細は国際交流センターへお問合せください。また、各学部

独自の奨学金については各学部の担当窓口に問い合わせてください。 
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Ｑ11．家計急変（主たる家計支持者である保証人（親）の失職）のため、林忠昭奨学金の申込みを考えています。 

文系学部で採用になれば３００，０００円が給付されるのですか？ 

Ａ11．３００，０００円を上限として給付しますので、その年度によって給付金額が異なります。 

 

 

Ｑ12．成績不良のため今年度留級をしてしまいましたが、家計が厳しいため奨学金を申込みたいと考えています。申込みでき

る奨学金はありますか？ 

Ａ12．留級した場合は、奨学金は申込めません。日本政策金融公庫の「国の教育ローン」や社会福祉協議会の各種資金等をご

検討ください。各種パンフレットは各キャンパスの学生センターにあります。 

 

 

Ｑ13．奨学金の募集や手続きなどは所属学部の掲示板に掲示されるのですか？ 

Ａ13．いいえ。「学部独自の奨学金」以外の奨学金に関する情報は、各キャンパス学生センターの「奨学金関係掲示板」でお知

らせします。「奨学金関係掲示板」の場所は、裏表紙を参照してください。できるだけこまめに「奨学金関係掲示板」を

確認するようにしてください。法政大学ホームページやポータルサイトでも案内することがありますが、原則として「掲

示板」での確認をお願いします。 

 

 

Ｑ1４．法政大学独自の奨学金は「給付：返還不要」と書かれていますが、卒業後も返還する必要はないのですか？ 

Ａ14．「給付」奨学金は卒業後も返還の必要はありません。ただし、奨学金の給付を受けた年度内に休学・退学・除籍・前期卒

業・留級・停学などの該当になった場合は、奨学金を返還していただくことがあります。また、（独）日本学生支援機構

奨学金や民間奨学財団・地方公共団体奨学金についても、休学・退学・除籍・前期卒業・留級・停学などの場合には返

金または貸与停止となることがありますので気をつけてください。 

 

 

Ｑ1５．（独）日本学生支援機構奨学金の貸与を受けているのですが、卒業後に返還できるのか不安です。 

Ａ1５．（独）日本学生支援機構の奨学金は、みなさんからの返還金が後輩奨学生の奨学金に活用されます。返還の義務を自覚し

て貸与を受けてください。貸与月額は変更することができます。卒業後に返還する負担が大きくならないよう心がけて

ください。それでも卒業後に返還が困難になった場合は所定の申請に基づく猶予制度や減額（返還期間延長）制度があ

ります。（独）日本学生支援機構ホームページ（http://www．jasso.go.jp/）には、「奨学金貸与・返還シミュレーシ

ョン（http://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/）」も掲載されていますのでアクセスしてみてください。 

 

 

Ｑ1６．（独）日本学生支援機構奨学金が返せなかった場合、どのようになるのでしょうか。 

Ａ1６．返還が滞ると、日本学生支援機構が加盟する個人信用情報機関に個人情報が登録され、将来に渡って住宅ローンやカー

ド利用が制限されます。また、法的措置などの手続きが取られる場合もあります。進学や返還困難な場合には猶予の手

続きもできますが、延滞していないことが条件となりますので、絶対に延滞しないよう返還金額や口座残高を管理して

ください。（独）日本学生支援機構の奨学金は、みなさんからの返還金が後輩奨学生の奨学金に活用されます。返還の義

務を自覚して貸与を受けてください。 
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○新・法政大学１００周年記念奨学金給付規程○新・法政大学１００周年記念奨学金給付規程○新・法政大学１００周年記念奨学金給付規程○新・法政大学１００周年記念奨学金給付規程                                                    

        規定第３８２号 

  （目的） 

第１条第１条第１条第１条 本学は，教育の機会均等と有為の人材の育成を期して，法政大学１００周年記念特別奨学金制度の趣旨を発展させる新たな制度，新・法政

大学１００周年記念奨学金制度を制定する。 

 

 （資金） 

第２条第２条第２条第２条 本奨学金は，法政大学奨学基金から生ずる果実を財源とする。 

 

 （出願資格） 

第３条第３条第３条第３条 本奨学金の給付を出願できる者は，本学学部在籍者（通信教育部生等，科目等履修生を除く。）で，学業成績が優れているにもかかわらず，

経済的援助が必要な者とし，次の各号に該当する者は，その出願資格を有しないものとする。ただし，教授会で特別措置を決定することができる。 

（１）成績最優秀者特別奨学生に当該年度採用されている者 

（２）成績優秀者奨学生に当該年度採用されている者 

（３）学友会奨学生に当該年度採用されている者 

（４）大成建設株式会社奨学生に当該年度採用されている者 

（５）法政大学国際交流基金（HIF）による外国人学部留学生奨学生に当該年度採用されている者 

（６）人間環境学部社会人奨学生に当該年度採用されている者 

（７）認定海外留学奨学生に当該年度採用されている者 

（８）法政大学吉田育英会奨学生に当該年度採用されている者 

（９）授業料の全額が免除されている者 

（１０）休学中の者 

（１１）当該年度留年の者 

 

 （定数及び給付額） 

第４条第４条第４条第４条 本奨学生の定数及び給付額は，別に定める。 

 

（申請手続き及び時期） 

第５条第５条第５条第５条 本奨学金の給付を希望するものは，次の書類を各地区担当部局を経て総長に提出しなければならない。 

（１）奨学生願書 

（２）家計収入に関する証明書 

（３）その他本学が提出を求めた書類 

２ 申請時期は毎年度４月とする。 

 

 （選考及び決定） 

第６条第６条第６条第６条 本奨学生の選考は，次の要件をそなえたもののなかから学生センター会議が行い，総長がこれを決定する。 

（１）学業成績がとくに優れていること。 

（２）教育上経済的援助が必要と認められること。 

 

 （給付期間） 

第第第第７７７７条条条条 本奨学金の給付期間は，採用年度限りとする。ただし，次年度以降も重ねて採用することができる。 

 

 （届出） 

第第第第８８８８条条条条 本人又は保証人に異動があるときは，直ちに各地区担当部局を経て総長に届けなければならない。 

 

 （辞退） 

第第第第９９９９条条条条 本奨学生は，本奨学金の辞退を申し出ることができる。 

 

 （取消） 

第１第１第１第１００００条条条条 本奨学生が次の各号の一に該当すると認められた場合は，第６条に定める学生センター会議の議を経て，総長がその資格を取り消すこと

ができる。 

（１）提出した書類の内容に虚偽があったとき。 

（２）休学又は退学若しくは除籍されたとき。 

（３）傷病などのために学業継続の見込みがないとき。 

（４）学業又は素行等が不良となったとき。 

（５）本奨学金を必要としない事由が生じたとき。 

（６）その他本奨学生として適当でないと認められたとき。 

 

 （返還請求） 

第１第１第１第１１１１１条条条条 本規程により支給された奨学金は，返還を要しない。ただし，大学は第１０条の定めにより本奨学生の資格を取り消したものに対しては，

支給した奨学金の返還を求めることができる。 

 

 （所管） 

第１第１第１第１２２２２条条条条 本奨学金の給付に関する事務は，次の各地区担当部課及び経理部でこれを行う。各地区とは市ヶ谷，多摩，小金井の３地区を示す。担当

部課とは奨学事務担当窓口（学生センター厚生課，学生センター多摩学生生活課，学生センター小金井学生生活課）を示す。 

 

 （改廃） 

第１第１第１第１３３３３条条条条 この規程の改廃は，総長がこれを行う。 

  

付表 

学部 給付額（千円） 給付数（名） 

文系 ２００ 

各学部 

若干名 

理工系 ２５０ 

各学部 

若干名 
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○法政大学「開かれた法政２１」奨学・奨励金給付規程○法政大学「開かれた法政２１」奨学・奨励金給付規程○法政大学「開かれた法政２１」奨学・奨励金給付規程○法政大学「開かれた法政２１」奨学・奨励金給付規程    

規定第６８７号 

 （目的） 

第１条 法政大学（以下「本学」という。）は，創立１２０周年を記念し，学業，スポーツ，芸術，ボランティア活動などの各分野で優れた業績を

あげた学生を奨励し育成するために，法政大学「開かれた法政２１」奨学・奨励金（以下「奨学金」という。）の給付制度を設定する。 

 

 （資金） 

第２条 奨学金は，「開かれた法政２１」奨学基金から生じる果実を財源とする。 

 

 （種類） 

第３条 奨学金の種類は次の各号のとおりとする。 

（１）入学時特別奨学金 

（２）成績優秀者奨学金 

（３）認定海外留学奨学金 

（４）スポーツ奨励金 

（５）学術・文化奨励金 

（６）指定試験合格者奨励金 

 

 （定数及び給付） 

第４条 奨学金の給付を受ける者（以下「奨学生」という。）の人数及び奨学金の給付額は別表に定める。 

２ 奨学金は第１２条に定める場合を除き，返還を要しないものとする。 

 

 （給付期間） 

第５条 奨学金の給付期間は，採用年度限りとする。ただし，次年度以降も重ねて採用することができる。 

 

 （資格） 

第６条 奨学金は，本学学部に在籍し（通信教育部生，科目等履修生は除く。），次の各号の一に該当する者に給付することができる。 

（１）学業，スポーツ，芸術，ボランティア活動などの分野で優れた業績をあげた者 

（２）司法試験予備試験，公認会計士試験，国家公務員採用Ⅰ種（総合職）試験，税理士試験（全科目合格），弁理士試験，司法書士試験に合格し

た者 

２ 前項の定めにかかわらず，次の各号の一に該当する者には給付しない。 

（１）当該年度の学費・授業料が給付額相当分を免除されている者 

（２）成績優秀者奨学金については，当該年度の新・法政大学１００周年記念奨学金又は法政大学国際交流基金による外国人学部留学生奨学金の奨

学生に採用されている者 

（３）スポーツ奨励金については，当該年度法政大学学生特別表彰を受けた者 

 

 （申請手続） 

第７条 奨学金の給付を申請する者（以下「申請者」という。）は，次の書類を各地区担当部局を経て総長に提出しなければならない。 

（１）「開かれた法政２１」奨学生願書 

（２）その他大学が提出を求めた書類 

 

 （選考及び決定） 

第８条 奨学生は学生センター会議の選考を経て総長がこれを決定する。 

 

 （届出） 

第９条 申請者及び奨学生は，本人又はその保証人に異動があるときは，直ちに各地区担当部局を経て総長に届けなければならない。 

 

 （辞退） 

第１０条 奨学生は奨学金の辞退を申し出ることができる。 

 

 （取消） 

第１１条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められた場合は，委員会の議を経て総長がその資格を取り消すことができる。 

（１）提出した書類の内容に虚偽があったとき 

（２）退学若しくは除籍されたとき 

（３）素行が好ましくないと認められたとき 

（４）奨学金を必要としない事由が生じたとき 

（５）その他奨学生として適当でないと認められたとき 

 

 （返還請求） 

第１２条 本学は前条の定めにより奨学生の資格を取り消した者に対し，給付した奨学金の返還を求めることができる。 

 

 （所管） 

第１３条 奨学金に関する統括事務は，学生センターが行う。給付に関する事務は市ヶ谷，多摩，小金井の３地区の奨学金担当部局（学生センター

厚生課・多摩学生生活課・小金井学生生活課）が行う。 

 

 （改廃） 

第１４条 この規程の改廃は，総長がこれを行う。 

 

別表 

内容 給付者数 給付額 

入 学 時 特

別奨学金 

入学時特別奨学金（Ａ方式入試） Ａ方式入学試験時の各学部成績上位者 1年次授業料相当額 

入学時特別奨学金（Ｔ日程入試地方出身

者対象） 

Ｔ日程入学試験時の各都道府県（関東地方一都六県を除く）の成績上位者 1年次授業料相当額 

成 績 優 秀

者奨学金 

成績最優秀者特別奨学金 

全学部の４年次生が対象 

給付者は学部ごとに前年度までの累積成績優秀者１名 

授業料相当額 

成績優秀者奨学金（成績最優秀者特別奨

学金の該当者を除く） 

全学部の２～４年次生が対象 

給付者は学部・学年ごとに前年度成績上位者。全体で２６０名程度 

授業料半額相当額 

スポーツ奨励金 在学生でスポーツで優秀な成績をおさめた者 授業料半額相当額 

認定海外留学奨学金 単位認定が受けられる本学の認定海外留学生 １５名以内 授業料半額相当額 

学術・文化奨励金 

学術・研究ボランティア活動・文化・芸術・芸能等の分野で秀でた業績をあげた者又は団体

で自薦又は他薦による（２０名（団体）以内） 

学術・文化奨励金 

１件３０万円を上限 

指定試験合格者奨励金 在学生に限る 授業料相当額 

 



WC

EV

階段

総務課

正
門

キャリア・
センター

エントランスホール

西館

工事エリア

小金井学生生活課（管理棟２階）・奨学金関係掲示板

駐輪場

学生生活課 会議室K2002

北館学部事務課

奨
学
金
掲
示
板

窓口・掲示板案内 

 

 

 

 

 

EGG　DOME
１階：バス停　２階：多摩学生生活課（奨学金関係窓口）、奨学金関係掲示板

テラス

トイレ
入口

階段

厨房
↑

バス停

テラス

横断歩道

スポーツ健康学部棟　←

↙ ↓
社会学部棟・現代福祉学部棟 図書館・総合棟

☇　経済学部棟

奨
学
金
関
係
掲
示
板

入口

EV
奨学金関係掲示板

ゆうちょ

受付
守衛室

ATM
ラウンジ 三菱東京UFJ

ATM

国際交流
センター
多摩分室

学生センター

多摩学生生活課
（奨学金窓口） EV

入口

木

市ヶ谷キャンパス 

多摩キャンパス 

 

学生センター 

多摩学生生活課 

ＥＧＧ ＤＯＭＥ 

2 階（バス停上） 

042-783-2151 

小金井キャンパス 

 

学生センター 

小金井学生生活課 

管理棟2階 

042-387-6042 

 

学生センター厚生課 

外濠校舎1階 

03-3264-9486～９ 


